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はじめに

１ 国の特別支援教育に関する動向
平成１５年に「今後の特別支援教育の在り方について（最終報告）」が国から示されま

した。この中で、通常の学級に特別な支援を必要とする児童生徒が６．３％程度在籍する

という全国調査の結果が報告されました。さらに、障害の程度等に応じ特別の場で指導を

行う特殊教育から、その対象にＬＤ[注１］やＡＤＨＤ[注２］、高機能自閉症[注３］等を含め

た、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う特別支援教育への

転換が示されました。

平成１６年には「小・中学校におけるＬＤ（学習障害）、ＡＤＨＤ（注意欠陥／多動性

障害）、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン（試案）」

が示され、学校を中心とした特別支援教育の体制づくりについて、具体的な方向性が示さ

れました。

平成１７年には発達障害者支援法が施行され、この法律で発達障害のある人[注４］に対

し、教育を含む生活全般にわたって支援が行われることが規定されました。

平成１９年には改正された学校教育法等が施行され、特別支援教育が法的に位置づけら

れました。この中で、盲・聾・養護学校が特別支援学校という制度に一本化され、さらに

小・中学校等への助言等を行う特別支援教育のセンター的な役割も規定されました。また、

特殊学級は特別支援学級へと名称が変更されました。

平成２０年には新しい幼稚園教育要領、小・中学校の学習指導要領が告示され、特別支

援学校等の助言や援助の活用、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成等、特別

支援教育について詳細な記載がなされるに至っています。また、保育所保育指針について

も、同様の改定がなされています。平成２１年には、特別支援学校の新学習指導要領も告

示されます。

新しい幼稚園教育要領は、平成２１年度より全面実施されます。小・中学校の新学習指

導要領についても、特別支援教育について記載されている総則の内容は、平成２１年度よ

り先行実施されます。平成１９年、学校教育法に位置づけられた特別支援教育が、

学習指導要領の上でもより位置づけを明確にし進められることになります。

[注１］ＬＤ（学習障害）：基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論

する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである。その原因として、

中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害

や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。

[注２］ＡＤＨＤ（注意欠陥多動性障害）：年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴

とする行動の障害で、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすものである。また、７歳以前に現れ、その状

態が継続し、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

[注３］高機能自閉症：３歳位までに現れ、他人との社会的関係の形成の困難さ、言葉の発達の遅れ、興味や関心が狭

く特定のものにこだわることを特徴とする行動の障害である自閉症のうち、知的発達の遅れを伴わないものを

いう。また、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定される。

[注４］発達障害：学習障害、注意欠陥多動性障害、自閉症等に類する脳機能の障害で、その症状が通常低年齢におい

て発現するもの。
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２ 本市の特別支援教育の現状
(1) 特別支援学級、通級指導教室[注５］の現状

平成２０年５月１日現在、本市立の小・中学校に在籍する児童生徒は約３６,７１５

人です。近年は、わずかな増減はあるものの横ばいで推移していますが、平成１０年

度の約４０,１８７人と比べると約３,５００人減少しています。

平成２０年度に特別支援学級を設置している学校数は、小学校５９校のうち５４校、

中学校２４校のうち２０校となっており、在籍している児童生徒数は３００名となっ

ています。特別支援学級の設置数は小学校では１１２学級、中学校では４０学級であ

り、特別支援学級の在籍児童生徒数の増加にともない増加してきました。なお、特別

支援学級の増加については、県教育委員会の特別支援学級の設置基準が緩和され、平

成１１年度より、在籍児童生徒が１人でも開設することができることになったという

背景もあります。通級指導教室については、小学校では１６教室、中学校では３教室

設置されており、通級による指導を受けている児童生徒数は１９４名となっています。

こちらも対象児童生徒の増加や障害の多様化にともない、教室の増加が図られてきま

した。

特別支援学級の学級規模については、約５０％の学級で１人、約３０％の学級で２

人となっており、約２０％の学級は３人以上となっています。

本市には、分校として設置されている特別支援学級として、中央小学校芳斎分校と

小将町中学校特学分校があります。この二つの分校は、小集団の中で児童生徒がかか

わり合い、お互いを高め合う指導が行われているという特色があります。芳斎分校は

中央小学校本校と分離して設置されていますが、小将町中学校特学分校は同じ校舎内

に設置されています。児童生徒は、市内全域からスクールバス、市内バス等で通学し

ています。

(2) 特別支援学級、通級指導教室担当者の現状

本市の特別支援学級における担当者の特別支援学校教諭免許状保有率は、平成１９

年度が２３．３％、平成２０年度は２８．６％です。これは、平成１９年度より、５

ポイント以上向上したことになります。しかし、統計資料のある平成１９年度の全国

平均３２．４％と本市の同年度の数値を比較すると、約９ポイント低いことになりま

す。

一方、平成２０年度の通級指導教室担当者の特別支援学校教諭免免許状保有率は、

４７％であり、特別支援学級担任と比較するとその保有率は高くなっています。

(3) 通常の学級の現状

「小・中学校において特別な教育的支援の必要な児童生徒の実態調査」によると、

通常の学級に在籍する特別な支援の必要な児童生徒の割合は、小学校においては増加

傾向にあり、平成２０年度では２．８％となっています。また、中学校では昨年度ま

で増加傾向が続きましたが、平成２０年度は前年度と同様となっており、１．７％と

なっています。

[注５］通級指導教室：通級による指導を行うため、小・中学校内に設置された教室。通級による指導とは、小・中学

校の通常の学級に在籍している比較的軽度の障害のある児童に対して、主として各教科等の指導を通常の学級

で行いながら、当該児童生徒の障害に応じた特別の指導を特別の指導の場で行う教育形態。指導の対象となる

障害は、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害、注意欠陥多動性障害等である。
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(4) 特別支援学校の就学状況

金沢市内及び近郊の特別支援学校は、石川県立ろう学校、石川県立盲学校、石川県

立医王養護学校、石川県立明和養護学校、石川県立養護学校、石川県立総合養護学校、

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属特別支援学校があります。

平成２０年５月１日現在、金沢市内に住所があり、特別支援学校に就学している小

学部の児童数は１４１名、中学部の生徒数は１００名で、計２４１名となっています。

(5) 特別支援教育指導補助員と特別支援学級指導員の状況

金沢市は、特別支援教育支援員として、特別支援教育指導補助員と特別支援学級指

導員を市内の学校に派遣しています。

特別支援教育指導補助員は、通常の学級に在籍する特別な支援の必要な児童生徒に

対し、日常生活や学習活動上のサポートを行っています。本市では平成１７年度より

特別支援教育指導補助員制度を設け、派遣を行ってきました。補助員の派遣人数及び

学校数は増加傾向が続いており、それにともなって年間の派遣時間も増加しています。

また、特別支援学級指導員は特別支援学級に派遣し、障害のある児童生徒の日常生活

や学習活動上のサポートを行っています。

(6) 金沢市教育プラザ富樫

「金沢子ども条例」[注６］の理念に基づき、教育と福祉の連携を図り、乳幼児から

中学生まで、子どもたちの健全な育ちを一貫して推進するための拠点施設として、平

成１５年７月に開館しました。相談・研修・地域教育を核とする多彩なサービスが連

携を図ることにより、子どもの健全育成を多方面から支援・推進しています。

こども総合相談センターのこども相談部門では、子どもや家庭に関する様々な相談

ニーズに対応し、電話相談、専門相談、巡回専門相談等を実施しています。その中に

設置されている金沢市児童相談所は、児童福祉法の改正により、平成１８年 4 月、神

奈川県横須賀市とともに、中核市として全国で初めて開設されました。ここでは主に

虐待や非行の相談を受けています。また、非行防止や自立支援のための子ども生活相

談、メンタルフレンド事業なども実施しています。

研修相談センターでは、金沢市立小・中・高等学校教職員や、幼稚園・保育所職員

の資質向上のため、一体的な研修の実施、研究の支援を行っています。また、教育相

談部門では、面接相談、巡回専門相談、家庭訪問相談、適応指導教室「そだち」など

の事業を行っています。

地域教育センターでは、地域全体で子どもを育むため、子どもの健全育成団体の活

動支援や、子どもがのびのびと活動できる環境の整備や体験・交流を通じた育成、子

どもの健全育成事業などを行っています。

[注６］金沢子ども条例：正式名称は「子どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例」。アクショ

ンプランとして「金沢子どもを育む行動計画」を策定し、具体化を進めている。
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３ 指針策定の目的

本市では、平成１０年に金沢市障害者計画「ノーマライゼーションプラン金沢」を策

定し、教育や福祉等、障害のある人の施策の充実に取り組んできました。

この１０年間の中で、国の障害のある人の施策は大きく転換し、石川県では「石川県

特別支援教育体制推進５カ年計画」のもと体制づくりが進められ、特別支援教育体制推

進事業や特別支援教育拠点化事業等が行われてきました。本市においても、金沢市教育

プラザ富樫を開設し、巡回専門相談等の相談事業を実施してきました。また、通常の学

級に在籍する児童生徒への支援を目的とした特別支援教育指導補助員派遣事業を国に先

がけて行うなど、独自の施策を進めてきました。同時に、市立小・中・高等学校では特

別支援教育の体制づくりにも努めてきました。

また、本市では社会情勢の変化や特別支援教育の流れをふまえ、「ノーマライゼーシ

ョンプラン金沢２００４」及び、「金沢子どもを育む行動計画（第一次）／（第二次）」

の中で、特別支援教育の充実を目指した指針策定を標榜してきました。

さらに、平成１８年６月に学校教育法等の一部改正が行われ、平成１９年 4 月に施行

されることにより、特別支援教育が制度化されました。平成２０年に告示された新しい

幼稚園教育要領、小・中学校の学習指導要領には、特別支援教育にかかわる具体的な記

載がなされるに至っています。

これら国の法整備を受け、本市として中長期的な視点で特別支援教育の方向性を探る

ため、議論を行い、指針策定の作業を重ねてきました。

児童生徒一人一人の教育的支援を充実させ、本市の学校教育全体の質的向上を図るた

め、「金沢市特別支援教育指針」をここに示します。
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第１章 基本的な理念・方針

１ 基本的な理念

「ノーマライゼーションプラン金沢」や「金沢子どもを育む行動計画」に基づき、特

別支援教育のより一層の充実に努めるため、基本的な理念を次のように定めます。

２ 基本的な方針

特別な支援を必要とする児童生徒とその保護者が幼児期からの十分な教育相談・就学

相談と情報提供を受けるとともに、児童生徒とその保護者の自己決定と選択を尊重する

ことを基本とし、以下の７つの基本方針を定めます。

幼児児童生徒一人一人の健やかな成長を促すためには、早期からの相談・支援が必

要です。そのために、金沢市教育プラザ富樫の特別支援教育に関する相談体制を充実

させ、幼児期から中学校卒業後も視野に入れた継続的で一貫した相談・支援ができる

体制の整備を図ります。さらに、円滑な相談・支援ができる最適なネットワークの構

築に努めます。

教育相談・就学相談においては、特別支援学校や関係機関と連携を図りながら、学

校が主体的に教育相談・就学相談を進めることが重要であり、小・中学校における校

内の相談体制づくりを充実します。

特別支援教育を推進するため、学校長がリーダーシップを発揮し、学校経営の中に

特別支援教育を位置づけ、特別支援教育コーディネーターや校内委員会の機能化など、

校内支援体制の充実に努めます。

また、一貫した教育的支援のため、保護者との連携とともに、幼稚園・保育所や学

特別な支援を必要とする児童生徒一人一人が、

自己の能力を最大限発揮し、自らの選択に基づき自立した生活を送り、

主体的に社会に参加できるよう、一人一人の教育的ニーズに応じた、

多様できめ細やかな学校教育を行っていきます。

学校における特別支援教育の体制を充実します

幼児期から中学校卒業後を見据えた教育相談・就学相談を充実します
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校間の連携、関係機関との連携を進めていきます。

金沢市教育委員会は、各学校の校内支援体制を充実するため、情報提供や体制づく

りを担う人材の育成等に努めます。

学校は、特別な支援を必要とする児童生徒について、その障害等についての理解を

進め、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が相互に理解し、共に支え合うこと

を大切にするとともに、児童生徒一人一人の実態を適切に把握し、指導の工夫を行っ

ていく必要があります。児童生徒が抱える諸問題に対して、学校の支援体制を効果的

に活用し、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を作成して、ＰＤＣＡサイクル

[注７］に基づいた支援を行います。

通常の学級においては、児童生徒が安心して学べる教室環境を整え、集団としてま

とまりのある学級経営を進めます。また、特別支援教育の視点に基づいた授業づくり

に努めます。

通級指導教室や特別支援学級は、学校経営の中に、その存在を明確に位置づけると

ともに、通常の学級との連携、交流及び共同学習[注８］の在り方について工夫します。

分校として設置されている特別支援学級については、課題等を検討しながら、集団

で学習することの良さを大切にしていきます。

学校が特別な支援を必要とする児童生徒に対し、適切な支援を行っていくためには、

学校長をはじめとする教職員の特別支援教育に対する正しい理解や支援方法に関する

専門性を高めていくことが必要です。

このことから、特別支援教育の視点でも授業研究を進め、校内研修の機会を積極的

に活用するなど、教職員の意識を高めるとともに、障害の特性や指導に関する理解を

深める取組を進めます。

また、金沢市教育委員会は、教員の専門性向上のための研修の充実に努めるととも

に、教員一人一人がさらに高い専門性を身につけるため、特別支援学校教諭免許状や

専門資格の取得を促進するための環境整備や啓発に努めます。

[注７］ＰＤＣＡサイクル：計画（plan）、実行（do）、評価（check）、改善（action）のプロセスを順に実施する。最後

の action では check の結果から、最初の plan の内容を継続（定着）・修正・破棄のいずれか行い、次回の plan に

結び付ける。このプロセスをらせん状に繰り返すことによって、質の維持・向上及び継続的な指導改善活動を

推進する手法である。

[注８］交流及び共同学習：小・中学校等や特別支援学校において、障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に参

加する活動。相互のふれ合いを通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的とする交流の側面と、教科等のねら

いの達成を目的とする共同学習の側面があり、両方の側面が一体としてあることを明確に表した用語である。

特別な支援を必要とする児童生徒への指導を充実します

教員の専門性の向上を図ります
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金沢市教育プラザ富樫は、教育と福祉が連携を図り、子どもの健全な育成を一貫し

て推進するための拠点施設です。この機能を生かし、特別支援教育にかかわる相談や

研修をより一層充実し、職員の専門性のさらなる向上を図ります。また、関係機関と

の連絡調整や、庁内ネットワークの要としての機能の充実も図ります。

特別な支援を必要とする児童生徒やその保護者を、周囲の保護者や地域住民ととも

に支えていくことができるように、特別支援教育の現状や指針の内容について保護者

や地域に向け積極的に発信します。また、特別支援教育の推進に当たっては、関係団

体とも協力・協働することに努めます。

特別支援学級の設置に伴う教室環境の整備や、障害のある児童生徒が共に学ぶため

の学校施設整備の充実に努めます。

特別支援学級等において、児童生徒の実態に応じ適切に教材等が整備できるよう、

学習環境の整備についても、学校への指導助言に努めます。

第２章 幼児期から中学校卒業後を見据えた教育相談・就学相談の充実

幼児児童生徒一人一人の健やかな成長を促すためには、早期からの相談・支援が必

要です。そのために、金沢市教育プラザ富樫の特別支援教育に関する相談体制を充実

させ、幼児期から中学校卒業後も視野に入れた継続的で一貫した相談・支援ができる

体制の整備を図ります。さらに、円滑な相談・支援ができる最適なネットワークの構

築に努めます。

教育相談・就学相談においては、特別支援学校や関係機関と連携を図りながら、学

校が主体的に教育相談・就学相談を進めることが重要であり、小・中学校における校

内の相談体制づくりを充実します。

１ 就学前の教育相談・就学相談

学校指導課や金沢市教育プラザ富樫、こども福祉課が連携を図り、幼稚園・保育所に

向け、特別支援教育や就学相談についての啓発に努め、小学校との連携や円滑な就学相

談の実施につなげます。居住地の教育機関である小学校が、教育相談・就学相談を行う

ことも重要です。

また、こども福祉課の統合保育事業との連携を継続させながら、幼稚園・保育所を対

金沢市教育プラザ富樫における教育相談・就学相談・教員研修機能等を充実します

共に学ぶ学校環境の整備に努めます

特別支援教育の啓発と協力・協働に努めます
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象にした前期個人教育相談のさらなる充実を図り、十分な相談期間のもと、幼児一人一

人の適切な就学相談を行うことが大切です。この中では、保護者との相談だけではなく、

必要に応じ、幼稚園・保育所への情報提供や助言を行います。また、市内３か所に設け

られた幼児相談室[注９］とも連携します。

２ 就学時の教育相談・就学相談

学校指導課と金沢市教育プラザ富樫が協力し、就学相談のさらなる充実を図ります。

小学校は保護者の求めに応じ、通常の学級や特別支援学級、通級指導教室等の見学や

相談の機会がもてるよう努めます。また、幼稚園・保育所と連携を図り、新就学児童に

ついての実態把握に努めます。就学時健康診断の際には、特別な支援を必要とする児童

への配慮に努め、保護者と適宜相談を実施します。

３ 小・中学校での教育相談・就学相談

小・中学校は校内における相談の体制を整え、特別支援教育コーディネーター等が窓

口となり、保護者からの相談に対応します。また、校内委員会では、児童生徒の支援や

学校としての就学指導の方向性を検討します。長期的な視点に立ち、児童生徒の将来的

な社会参加という観点から、就学先や進路について相談するとともに、教育活動の展開

に生かしていきます。その際には、金沢市教育プラザ富樫や特別支援学校等、関係機関

からの助言や援助も生かすよう努めます。

４ 保護者の理解を深めるための情報提供や啓発

金沢市教育委員会は、福祉部局との連携を図り、幼児期を視野に入れながら、保護者

への特別支援教育や障害等についての啓発を図り、障害の早期発見・早期対応や適切な

支援につなげていきます。また、幼稚園・保育所に対しても、特別支援教育についての

啓発に努めます。さらに、中学校卒業後も視野に入れ、在籍児童生徒及び保護者への進

路情報の提供と進路相談を充実します。

これらの情報提供及び就学相談・進路相談については、金沢市教育委員会のみならず、

学校もその充実に努めます。

５ 金沢市就学指導委員会[注10］の充実

障害のある児童生徒の就学については、金沢市就学指導委員会で審議しています。委

員会は医師、知識経験を有する者、児童福祉を担当する者、教員等で構成されています。

これまでも丁寧な実態把握のもと、慎重な審議を行ってきました。今後も、障害のある

児童生徒の就学にあたって、専門家や就学相談担当者による調査、検査等が行われ、就

学について助言及び指導が十分なされるよう努めます。

[注９］幼児相談室：正式な名称は「金沢市教育プラザ富樫こども総合相談センター富樫幼児相談室／森山幼児相談室

／八日市幼児相談室」

[注10］就学指導委員会：学校教育法施行令において、市町村の教育委員会は適切な就学指導を行うため専門家の意見

を聴くことが定めれており、「障害のある児童生徒の就学について（通知）」（文部科学省）においては、障害の

種類、程度等に応じて教育学、医学、心理学等の観点から総合的な判断を行うため、適切な就学指導のための

調査・審議機関（就学指導委員会）を設置することが重要であるとされている。
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第３章 学校における特別支援教育体制の充実

特別支援教育を推進するため、学校長がリーダーシップを発揮し、学校経営の中に

特別支援教育を位置づけ、特別支援教育コーディネーターや校内委員会の機能化など、

校内支援体制の充実に努めます。

また、一貫した教育的支援のため、保護者との連携とともに、幼稚園・保育所や学

校間の連携、関係機関との連携を進めていきます。

金沢市教育委員会は、各学校の校内支援体制を充実するため、情報提供や体制づく

りを担う人材の育成等に努めます。

１ 学校長のリーダーシップ

学校における特別支援教育の体制充実を図るためには、学校長のリーダーシップが重

要です。学校長は、特別支援教育を視野に入れ、保護者、地域との信頼関係を築いてい

く学校経営を行っていく必要があります。そのためには、校内委員会や特別支援教育コ

ーディネーターの機能化だけでなく、学校内外の人材活用、保護者との連携、関係機関

との連携等、様々な角度から取組を進めていきます。

校内支援体制は、特別な支援を必要とする児童生徒に、迅速かつ継続的に支援できる

ことが基本となります。そのためにも、長期的視野と人材育成の視点をもち、学校の実

情に応じた体制を構築していきます。

２ 校内委員会[注11］と特別支援教育コーディネーター[注12］

(1) 校内委員会

ア 校内委員会の役割

校内委員会は、特別な支援を必要とする児童生徒への対応について、組織的・計

画的に取り組むための組織であり、定期的または必要に応じて開催できるようシス

テム化します。

児童生徒の実態把握、支援の具体化や支援の整備、「個別の教育支援計画」「個別

の指導計画」の作成、さらに保護者や関係機関との連携等を進めていきます。

イ 校内委員会の組織と位置づけ

校内委員会の構成としては、特別支援教育コーディネーターの他、例えば、校長、

教頭、教務主任、生徒指導主事、教育相談担当教員、通級指導教室担当教員、特別

支援学級担任、養護教諭、対象の児童生徒の学級担任、学年主任等、その他必要に

応じ外部の関係者が考えられます。

[注11］校内委員会：学校内に置かれた、特別な支援を必要とする幼児児童生徒の実態把握及び支援方策の検討等を行

うための組織。

[注12］特別支援教育コーディネーター：校内で指名された教員が特別支援教育のコーディネーター的な役割を担うも

ので、学校の校務分掌に位置付く。主に、校内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・

調整、保護者からの相談窓口等を行う。
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校内委員会の設置方法は、新たな組織を立ち上げる、生徒指導等の既存の組織を活

用するなどが考えられます。校内の組織として明確に位置づけ、各学校の規模や

実情に合わせ、柔軟かつ迅速な対応がとれる体制づくりに努めます。

(2) 特別支援教育コーディネーター

ア 特別支援教育コーディネーターの役割

特別支援教育コーディネーターは、校内の関係者や関係機関との連絡調整、担任

や保護者の相談窓口、校内委員会の推進等を担っています。学校全体を見渡し、支

援を必要としている児童生徒はいないか、教員同士の連携は進んでいるか等の状況

を把握し、組織的な支援体制を整えるため、速やかに連絡調整を行います。

イ 校務分掌への位置づけ

特別支援教育コーディネーターが役割を果たすには、校内外との様々な連絡調整

が必要です。その機能を十分に発揮するため、校務分掌への明確な位置づけを行い、

校内の要となる人材をあて、その役割と責任を自覚して専門性の向上に努めること

ができるよう配慮します。

３ 個別の教育支援計画・個別の指導計画

(1) 個別の教育支援計画

特別な支援を必要とする児童生徒にかかわる関係者や関係機関[注11］（医療、保健、

福祉、教育、労働等）が児童生徒の情報を共有化し、支援の目標や内容、役割分担な

どについて計画することで、長期的な視野で幼児期から中学校卒業後までを見据え、

一貫した支援を行うために、保護者とも相談した上で作成します。

作成を通して児童生徒の情報を整理集約し、関係機関との連携を進めていくことが

必要です。連携のツールとして活用するため、具体的で分かりやすい記載に努めます。

(2) 個別の指導計画

児童生徒一人一人の状態等に応じ、教職員の共通理解のもと、きめ細かな指導を行

うために、学校における教育課程や指導計画、個別の教育支援計画等を踏まえて、具

体的な指導目標の設定や指導内容・方法の検討、評価等を行います。計画をより実際

的なものにするため、保護者とも相談した上で実行可能な目標設定を行い、具体的な

記載に努めます。

(3) ＰＤＣＡサイクルに基づく校内支援体制

学期末や年度末等の校内委員会を、評価と計画の場として位置づけていくことが重

要です。「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」とも、校内委員会で実施内容を評

価し、次の計画に生かすことで、ＰＤＣＡサイクルに基づいた校内支援体制づくりに

努めます。
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４ 特別支援教育の視点を生かした生徒指導

特別な支援を必要とする児童生徒は、交友関係や学業面等、学校生活全般で困難を

示す場合も多く、不登校や様々な問題行動等につながる場合があります。

全ての教職員が、児童生徒の問題に迫ろうとするとき、生徒指導においても特別支

援教育の視点が必要です。

児童生徒への適切な支援を進めるため、生徒指導に特別支援教育の視点を生かすと

ともに、校内の関係者が校内委員会等を通して常に情報を共有し、連携しながら支援に

あたるよう努めます。

５ 幼稚園・保育所との連携

特別な支援を必要とする児童について、小学校入学の際に円滑な支援が行われれば、

学校生活への適応もスムーズなものになります。小学校と幼稚園・保育所が就学前から

情報を共有し、学校生活を見据えた連携を進めます。

また、特別支援教育コーディネーター等が直接、幼稚園・保育所を訪問して児童の観

察を行い、担当者間で直接引き継ぎの機会を持つことが重要です。今後は幼稚園や保育

所でも、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の作成が進められる予定であり、連

携のツールとして活用していくよう努めます。

金沢市教育委員会は、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」による指導の引き継

ぎが円滑に進められるよう、環境づくりに努めます。

６ 中学校・特別支援学校中学部との連携

特別な支援を必要とする児童の小学校からの進学にあたっては、中学校や特別支援学

校中学部も含めて一貫した支援が行われるよう、児童についての引継や情報交換を行う

ことが必要です。

特に、同じ地域の中学校については、日頃からの情報交換に加え、特別支援教育コー

ディネーター等が小学校を訪問し、児童の観察や直接引き継ぎの機会をもつことが重要

です。特別支援学級中学部についても情報交換に努めます。「個別の教育支援計画」等

は、そのための連携のツールとして活用していきます。

７ 高等学校・特別支援学校高等部等との連携

特別な支援を必要とする生徒の中学校からの進学にあたっては、高等学校や特別支援

学校高等部も含めて一貫した支援が行われるよう、生徒についての引継や情報交換を行

うことが必要です。「個別の教育支援計画」等は、そのための連携のツールとして活用

していきます。

また、中学校と地域の高等学校・特別支援学校高等部、専門学校や就労予定先が連携

を密にし、教育内容や支援体制について情報交換を図ることで、中学校における進路指

導をより充実させるとともに、卒業後のフォローアップに努めていきます。
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８ 特別支援学校、関係機関[注13］との連携

特別な支援を必要とする児童生徒の中には、学校だけでは実態把握や支援が難しい児

童生徒がおり、特別支援学校や金沢市教育プラザ富樫や医療機関、放課後児童クラブ等

の関係機関との連携が必要です。

特別支援学校や関係機関の協力を得て、児童生徒の現状・課題を把握し、相互に子ど

もの支援について検討していくことは重要であり、そのことを特別支援教育コーディネ

ーターや校内委員会の専門性や機能の向上に生かすとともに、校内支援体制の充実に努

めます。

第４章 特別な支援を必要とする児童生徒への指導の充実

学校は、特別な支援を必要とする児童生徒について、その障害等についての理解を

進め、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が相互に理解し、共に支え合うこと

を大切にするとともに、児童生徒一人一人の実態を適切に把握し、指導の工夫を行っ

ていく必要があります。児童生徒が抱える諸問題に対して、学校の支援体制を効果的

に活用し、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を作成して、ＰＤＣＡサイクル

に基づいた支援を行います。

通常の学級においては、児童生徒が安心して学べる教室環境を整え、集団としてま

とまりのある学級経営を進めます。また、特別支援教育の視点に基づいた授業づくり

に努めます。

通級指導教室や特別支援学級は、学校経営の中に、その存在を明確に位置づけると

ともに、通常の学級との連携、交流及び共同学習の在り方について工夫します。

分校として設置されている特別支援学級については、課題等を検討しながら、集団

で学習することの良さを大切にしていきます。

１ 通常の学級での指導

(1) 児童生徒の適切な実態把握

適切な指導を行うに当たっては、児童生徒の実態を適切に把握することが重要です。

日々の観察において、学校生活の様子や学習の状況などを把握し、加えて保護者から

の聞き取り等により、家庭生活の様子やこれまでの生育歴や相談歴等を把握するよう

努めます。

(2) 障害への理解と特性に応じた適切な対応

発達障害やその疑いがあると把握される児童生徒は増加傾向にあります。発達障害

への理解をいっそう進め、児童生徒の実態把握を適切に行うとともに、こだわりがあ

る、コミュニケーションが困難であるなどの実態把握の中でとらえた障害の特性に応

じ、適切な支援を行うよう努めます。また、その他の障害についても、児童生徒の実

態に応じた支援を工夫します。

[注13］関係機関：金沢市においては、主なものとして金沢市教育プラザ富樫（金沢市児童相談所を含む）、石川県発達

障害支援センター、(財)金沢総合健康センター（学校保健センター）、医療機関等があげられる。また、放課後

児童クラブ等も連携が必要な関係機関と考えることができる。
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(3) 学びやすい教室環境

学校生活の中心となる教室は、児童生徒が安心して過ごせる場所であり、学びやす

い教室環境であることが大切です。発達障害への対応という視点からも、集中して学

習に取り組めるよう教室掲示の工夫や、教室内の整理整頓に努めます。

(4) 「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の活用

特別な支援を必要とする児童生徒の支援に当たっては、目標を持ち、どのような支

援を進めていくのか計画を立てることが必要です。そして、計画を学級経営や授業づ

くり等の中で具体的に実践します。また、実践してきた支援や指導が適切であるかを

評価し、支援の改善を定期的に行います。

(5) 社会性を身につけるための学級経営

学級は、児童生徒が集団生活を通して社会性を身につける場です。児童生徒の実態

に合わせた学級のルールづくりや行動の見通しが持てるような指示や提示に努め、一

人一人を大切にするとともに、互いにかかわり合いが深まる学級経営に努めます。

(6) 特別支援教育の視点に立った授業づくり

通常の学級における指導に当たっては、児童生徒一人一人を大切にし、全ての児童

生徒にとって分かりやすい授業を行うことが重要です。教師一人一人の授業力を高め

ていくことは、特別支援教育の基盤となります。

教材・教具や授業展開、指示・発問、板書などの工夫、児童生徒相互の温かなかか

わり、集団としてのまとまりのある学習規律等は、学習や行動に課題のある児童生徒

への支援につながることから、学習環境の整備に努めます。さらに、児童生徒の特性

に応じた指導の工夫や配慮に努めます。

(7) 在籍児童生徒の就学指導

児童生徒の状況は就学後においても、障害の特性や発達段階等により変化します。

将来を見据えながら、学校が責任をもって就学指導を進める必要があります。学習の

状況や生活の様子等の実態把握を行い、保護者と相談しながら、要望に応じて学校見

学や体験入学を行うなど、十分な情報提供と教育相談・就学相談を行い、児童生徒及

び保護者が自己決定と選択ができるように努めます。

２ 通級による指導

(1) 在籍校における指導

学校は、在籍する児童生徒について実態把握と保護者のニーズ及び金沢市就学指導

委員会の意見等に基づいて、通級による指導の必要性を総合的に判断することが大切

です。

(2) 通級指導教室等における指導

通常の学級では、特別な支援を必要とする児童生徒は、様々な困難さがあるため不
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安を感じることも多く、自信をもって他へかかわれないことがあります。通級による

指導では、教材教具や指導の手だての工夫に努め、児童生徒の特性を考慮し、課題の

改善とともに、得意なところを生かしながら自信がもてるよう、児童生徒に満足感や

充実感が得られるようにしていきます。また、発達障害などに起因する行動上の課題

に対応するため、個別指導だけではく、ソーシャルスキル・トレーニングを意識した

小集団による指導なども必要に応じ実施します。

通級指導教室は、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」に基づき、計画的に指

導を進めるとともに、心理検査等も活用しながら、多角的、総合的なアセスメントに

努め、在籍校へ情報提供を行います。

(3) 通級指導教室等と在籍校との連携

児童生徒が在籍する学校の学級担任や特別支援教育コーディネーターは、実態把握

や指導を進める上で通級指導教室等と連携することが重要です。「個別の教育支援計

画」「個別の指導計画」の作成は、情報交換しながら協力して進めます。

児童生徒の実態や指導目標を共通理解し、通常の学級における集団での指導、通級

指導教室における個別での指導の在り方を考えながら、具体的な指導を進めていきま

す。連絡帳で指導経過を情報交換したり、児童生徒の様子を相互に参観する機会を計

画的に設けるなど、効果的な連携に努めます。

(4) 保護者との連携

保護者に対しては、指導の目標を明確に伝え、通級への協力と指導への理解を得る

ように努めることが大切です。また、指導を通した児童生徒の成長や、次の指導の目

標、指導終了の見通し等を伝えていきます。

(5) 通級指導教室の条件整備

通級による指導のニーズは年々高まっており、今後も対象の児童生徒は増加すると

ともに、障害の状態も多様化しています。また、通級指導教室の設置校が少ない地域

もあり、保護者や児童生徒にとって通級が負担になる場合もあります。

今後、金沢市教育委員会は、通級しやすい環境づくりやニーズの多様化への対応に

ついて、県教育委員会等とも協議を進めます。

(6) 通級指導教室担当者の専門性向上

通級指導教室の担当者は、一人で多くの障害（学習障害、注意欠陥多動性障害、自

閉症、情緒障害、言語障害等）に対応している場合があり、心理検査や保護者相談、

他校との連絡調整等、コーディネーター的な役割を担っています。

このことから、金沢市教育委員会は、教室の設置のみならず、担当者の専門性の向

上や人材の育成に努めます。
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３ 特別支援学級での指導

(1) 学校における特別支援学級の位置づけ

特別支援学級は小・中学校にある学級の一つであり、適切に運営するためには、校

内のすべての教員の理解と協力が不可欠です。学校経営上の位置付けがあいまいにな

り、学校組織の中で孤立することのないよう留意する必要があります。

そのために校長は、自らが特別支援教育や障害等に関する理解を深めるとともに、

リーダーシップを発揮し、学校全体の協力体制を進めるよう努めます。また、全ての

教職員は、特別支援学級や障害のある児童生徒についての正しい理解と認識を深め、

職員間の連携や協力に努めます。

(2) 児童生徒の実態把握

児童生徒の障害に応じた適切な指導を行うため、実態を適切に把握することが重要

です。日々の観察や保護者からの聞き取り等から、家庭生活の様子や生育歴、相談歴

を把握します。また、医療機関等にかかわっている場合には、諸検査や診断、所見な

どの情報を保護者を通じて得るように努めます。さらに、必要に応じて、担当者が検

査を実施したり、特別支援学校等の助言や援助を活用したりして、多角的な実態把握

に努めます。

(3) 障害の特性に応じた指導と情報の共有

障害について理解を深めるとともに、実態把握を適切に行い、発達段階や障害の特

性に応じた、適切な指導を行います。

指導に当たっては、児童生徒の将来的な自立を目指し、児童生徒の興味関心を生か

しながら、生活に生きる教材教具の工夫や学習活動に取り組むよう努めます。

金沢市教育委員会は、開発された教材や実践にかかわる情報が共有できるよう、情

報交換の機会の設定やネットワークづくり等に努めます。

(4) 指導形態の工夫

特別支援学級は、在籍する児童生徒は少人数ですが学級の一つであり、在籍児童生

徒がかかわり合いながら集団で学習を進める授業づくりが大切です。

校内の他の特別支援学級と合同で学習を行い、集団による学習の効果を得られる場

合も多くあります。障害種の異なる特別支援学級が合同で行う学習の在り方等につい

ては研究を進めるとともに、県教育委員会等とも協議していきいます。

また、他校の特別支援学級と合同で行う学習や、特別支援学校との交流及び共同学

習等についても、集団学習の効果や社会経験の広がりが期待できることから、実施の

可能性を広げるよう研究を進めます。

(5) 教育課程の作成や「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の活用

特別支援学級では、児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高

め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行い
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ます。そのため、教育課程の編成に当たっては、学級の実態や児童生徒の障害を考慮

の上、特別支援学校の学習指導要領を参考とし、実態に合った教育課程を編成します。

指導に当たっては「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」の活用を進め、ＰＤ

ＣＡサイクルに基づいた指導内容や指導方法の改善及び充実を図ります。

(6) 教員の専門性及び指導力の向上

特別支援学級を担当する教員の専門性と指導力の向上は不可欠です。そのため担当

教員は研究授業を実施したり、校外での研修に参加したりすることにより、積極的に

専門性と指導力の向上に努めます。また、近隣の特別支援学級と情報交換したり、特

別支援学校の助言や援助を活用するよう努めます。

(7) 保護者や関係機関との連携

特別支援学級においては保護者との協力体制が特に重要であり、日頃から保護者と

の情報交換や相談を行いながら関係づくりを進めることが大切です。

そして、保護者や本人のニーズをとらえ、長期的な視点に立ち、特別支援学校や関

係機関等との連携を図りながら、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」を活用し

た効果的な支援を進めていきます。

(8) 交流及び共同学習の在り方

障害のある児童生徒が地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生き

る上で、障害のない児童生徒との交流及び共同学習を通して相互理解を図ることは、

極めて重要です。また、障害のない児童生徒にとっても、障害についての理解と認識

を深め、お互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さ

を学ぶ機会になります。

交流及び共同学習は、日常の様々な場面で活動を共にすることが可能であり、双方

の児童生徒の教育的ニーズを十分把握及び検討し、効果的な活動を計画的に設定する

事が大切です。そのためには校内の教員の正しい理解に基づく協力体制の構築に努め

ます。

(9) 特別支援学級の弾力的な運用

通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒を支援するため、交流及び

共同学習の際に交流学級の要支援児童生徒を支援したり、放課後に個別指導を行った

りするなどの弾力的な運用は、有効な方策です。ただし、特別支援学級に在籍する児

童生徒への指導に影響がないなど、条件がそろった中で実施することに留意します。

(10)分校として設置されている特別支援学級

金沢市には中央小学校芳斎分校、小将町中学校特学分校という、小・中学校の分校

として設置された特別支援学級があります。両校では、集団学習の良さを生かし、児

童生徒同士のかかわりを大切にした豊かな実践がなされています。また、特別支援学

級の児童生徒の交流や教職員の育成等、金沢市の特別支援教育の拠点として果たして



- 17 -

きた役割は大きなものです。今後、多様なニーズに応じた教育を進める上でも、集団

学習の良さを生かした特別支援学級の在り方について研究を進めていきます。

４ 進路指導の充実

特別な支援を必要とする児童生徒の実態は様々であり、小学校卒業の場合、進路は通

常の学級や特別支援学級、特別支援学校中学部があります。中学校卒業後の進路は、全

日制高等学校や定時制高等学校、特別支援学校高等部、さらに各種学校や就労先である

企業や作業所等、多様です。

学校は、この現状を踏まえ、在学中から計画的な進路指導を進めるとともに、将来の

進路に向けた教育活動を行う必要があります。具体的には、在籍校は保護者や本人に対

して、進路先の情報提供と進路相談を充実します。また、進学先や就労先においては、

保護者の求めに応じ、学校見学や体験入学、施設見学等を行うなどして、保護者・本人

の納得のいく進路選択につなげることが重要です。

また、入学・進学・就労先との連携の場を設定することで卒業後の進路を把握したり、

障害のある人の社会参加について理解を深めたりするなど、進路の決定においても適切

に自己決定と選択ができるようにしていくことが重要です。

５ 特別支援教育指導補助員・特別支援学級指導員の派遣

金沢市教育委員会は、特別支援教育支援員[注14］として、通常の学級へ特別支援教育

指導補助員を派遣し、特別支援学級へは特別支援学級指導員を派遣しています。これら

は、学校や担任等の責任と方針のもと、「個別の教育支援計画」「個別の指導計画」に基

づいて児童生徒への指導や指導の補助を行うものです。

通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒への指導は、学級における学

級経営や学習指導の工夫を行うことが対応の基本です。特別支援教育指導補助員の派遣

は、通常の学級における指導を補うものであることから、学校及び学級担任等の明確な

指導助言に基づいて活動することが大切です。特別支援学級における特別支援学級指導

員も同様です。

学校は、担任等が特別支援教育指導補助員・特別支援学級指導員と指導について確認

したり、情報交換したりできる体制づくりに努めます。

また、金沢市教育委員会は、特別支援教育指導補助員や特別支援学級指導員が、特別

支援教育や特別な支援を必要とする児童生徒への理解を深めるよう工夫します。

[注14］特別支援教育支援員：小・中学校において、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、担任教師等と連携

の上、障害のある児童生徒に対し、食事、排泄、教室の移動補助等、学校における日常生活動作の介助を行っ

たり、発達障害の児童生徒に対し学習活動上のサポートを行ったりする。
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第５章 教員の専門性の向上

学校が特別な支援を必要とする児童生徒に対し、適切な支援を行っていくためには、

学校長をはじめとする教職員の特別支援教育に対する正しい理解や支援方法に関する

専門性を高めていくことが必要です。

このことから、特別支援教育の視点でも授業研究を進め、校内研修の機会を積極的

に活用するなど、教職員の意識を高めるとともに、障害の特性や指導に関する理解を

深める取組を進めます。

また、金沢市教育委員会は、教員の専門性向上のための研修の充実に努めるととも

に、教員一人一人がさらに高い専門性を身につけるため、特別支援学校教諭免許状や

専門資格の取得を促進するための環境整備や啓発に努めます。

１ 学校内における研修の充実

(1) 特別支援教育の視点から捉える通常学級の授業研究

通常の学級の授業研究において、特別な支援を必要とする児童生徒への対応という

観点からも指導方法を検討し、教員一人一人の授業力向上に努めることが重要です。

また、日頃から授業研究を行うに当たり、特別支援教育の視点から授業を評価してい

くことが大切です。学校は、学校研究の中に特別支援教育の視点を位置づけるような

取組を進めます。

(2) 特別支援学級等における授業研究

特別支援学級及び通級指導教室における授業研究を、学校全体で積極的に推進し、

児童生徒の障害特性や発達段階等を踏まえた効果的な教材教具や指導方法の研究を進

めることが重要です。学校は、学校全体で特別支援学級や通級指導教室の運営につい

て、理解を進めるための体制づくりを行います。

(3) 校内研修会・授業研究会の計画的実施と外部講師の招聘

学校における特別支援教育の推進を確実なものにするため、校内研修会や特別支

援学級等の授業研究を学校運営の年間計画に位置づけます。

校内研修会の内容については、学校における児童生徒の状況や課題を踏まえ、事例

検討会を取り入れたり、生徒指導との関連にも留意したりするなど、柔軟な姿勢が必

要です。また、学校指導課や金沢市教育プラザ富樫、特別支援学校、その他の関係機

関や大学から、専門的な視点で助言のできる人材を講師として招聘することにより、

効果的で質の高い内容になるように努めます。

(4) 研修会の公開

各学校が授業研究や研修会を公開し、互いの実践を学ぶ機会を増やすとともに、質

の高い情報の共有化に努めていくことが大切です。例えば、近隣の小・中学校や幼稚

園・保育所、高等学校等が連携を進める場として、研修会を活用していく方法があげ

られます。さらに、保護者に対する特別支援教育の啓発の場として、保護者が参加で

きるよう工夫します。
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２ 金沢市教職員研修の充実

学校経営の中で特別支援教育を位置づけ、効果的な校内支援体制づくりを進めるため

には、学校経営の中心である校長及び教頭を対象とした特別支援教育の研修の実施が必

要であり、金沢市教育委員会は、その実施に向け、効果的な研修方法や内容について検

討します。

また、特別支援教育コーディネーター、特別支援学級等担当者を対象にした研修を今

後も継続し、校内支援体制や特別支援学級の学級運営等の課題に的確に対応した内容の

設定に努めます。また、特別支援教育を担当する教員のみならず、対象教員を幅広く設

定した研修を行い、特別支援教育への理解を広く進めていくことに努めます。

３ 特別支援学校教諭免許状の取得促進

特別支援学級・通級指導教室を担当する教員がより専門性を高めていくため、特別支

援学校教諭免許状を取得することが望まれます。認定講習や放送大学の受講等、取得方

法の周知を徹底し、免許所有者の増加の促進を図ります。

４ 専門資格の取得促進

各学校の教職員が、特別支援教育や関連する生徒指導等の課題へ対応する力量を高め

るために、学会等が認定する専門資格の取得を目指すことは、今後、高い専門性をもっ

た教職員が育っていく上で重要になってきています。

このことから、金沢市教職員研修の中で資格取得に資する研修を実施する等、より一

層、教職員の専門性の向上に努めます。

第６章 金沢市教育プラザ富樫の機能の充実

金沢市教育プラザ富樫は、教育と福祉が連携を図り、子どもの健全な育成を一貫し

て推進するための拠点施設です。この機能を生かし、特別支援教育にかかわる相談や

研修をより一層充実し、職員の専門性のさらなる向上を図ります。また、関係機関と

の連絡調整や、庁内ネットワークの要としての機能の充実も図ります。

１ 教育相談・就学相談の充実

金沢市教育プラザ富樫は、特別な支援を必要とする児童生徒の幼児期から学齢期終了

までの一貫した相談・支援を行うことができるよう、教育相談・就学相談の体制を整

備します。また、必要に応じ、他の関係機関との連絡調整を行います。

２ 児童生徒の指導にかかわる指導助言の充実

金沢市教育プラザ富樫は教育相談を行うとともに、学校における特別な支援を必要と

する児童生徒への指導についても、指導助言を充実していく必要があります。各学校に

おける「個別の教育支援計画」等の作成について、情報提供や助言を充実していくよう

努めます。
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３ 研修の充実

特別支援教育に関する研修の充実を図る必要があり、特に児童生徒の実態把握のため

の検査能力の向上や、具体的な指導にかかわる内容が重要です。

今後は、授業力や専門性の向上のために、効果的な研修のあり方を検討し、資格取得

者の増加や教職員の実践力を高めるような内容の研修を実施するよう努めます。また、

経験やスキルに応じ、主体的な研修が行えるよう工夫します。

４ 特別支援教育に関する情報ネットワークの充実

特別支援教育に関する情報をホームページに掲載するなど、教職員をはじめ保護者、

地域住民が情報を共有し、活用できるようにします。また、開発した教材・教具を共有

したり、特別支援教育に関する資料等が閲覧したりできるよう、体制を整備し、教育情

報支援室の活用を進めます。

５ 金沢市児童相談所の機能の充実

特別な支援を必要とする児童生徒の把握や対応について、金沢市児童相談所が果たし

ている役割は大きくなっています。特別支援教育と生徒指導上の課題を併せもつ児童生

徒も多く、多様化する一つ一つのケースについて、学校や関係機関と密接に連携すると

ともに、十分な対応に努めます。

６ 庁内の関係部局との連絡調整

今後、障害のある児童生徒について、就学相談をはじめ様々な面で部局間の連携が必

要です。具体的には、学校指導課、金沢市教育プラザ富樫、こども福祉課、障害福祉課

等があります。特別支援教育における庁内ネットワークについては、教育と福祉の連携

を図る金沢市教育プラザ富樫が中心となり、その機能を充実します。

第７章 特別支援教育の啓発と協力・協働

特別な支援を必要とする児童生徒やその保護者を、周囲の保護者や地域住民ととも

に支えていくことができるように、特別支援教育の現状や指針の内容について保護者

や地域に向け積極的に発信します。また、特別支援教育の推進に当たっては、関係団

体とも協力・協働することに努めます。

１ 障害のある児童生徒への理解

障害のある児童生徒が、集団の一員として主体的に安心して生活できるようにするた

めには、周囲の児童生徒とのかかわり合いを通した相互理解や人間関係づくりが重要で

す。そのために、人権に配慮しながら、温かい人間関係を大切にした学級経営を行うよ

うに努めます。

また、教科や道徳、総合的な学習等の教育活動を通して、発達段階に応じ、他者への

思いやりや理解についての意識が高まるよう努めます。
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２ 保護者への啓発

学校は、特別支援教育や障害等についての理解を保護者に促すことにより、障害の早

期発見・早期対応につながるよう努めます。また、学校は、特別支援教育についての理

解と協力が進むよう、学校便りやＰＴＡ活動等を通し、啓発します。

また、金沢市教育委員会でも広報誌等を利用し、特別支援教育について啓発すること

に努めます。

３ 地域住民への啓発

特別な支援を必要とする児童生徒が、地域の一員として生活していくことについて理

解し、地域でも温かく支えていく必要があります。そのために、学校は特別支援教育の

取組や障害等についての情報を、機会を捉えて発信し、地域住民の理解と協力を求めま

す。

また、金沢市教育委員会でも広報誌等を利用し、特別支援教育や学校の取組について

の情報を発信していくよう努めます。

４ 関係団体との協力・協働

障害のある人やその家族が自主的に結成し運営している団体は、共通の問題や課題に

対応してきています。金沢市教育委員会は、児童生徒の支援を充実させるため、関係団

体等との意見交換や、情報提供、教育活動への参画を進めるなど、協力・協働に努めま

す。

第８章 共に学ぶ学校環境の整備

特別支援学級の設置に伴う教室環境の整備や、障害のある児童生徒が共に学ぶため

の学校施設整備の充実に努めます。

特別支援学級等において、児童生徒の実態に応じ適切に教材等が整備できるよう、

学習環境の整備についても、学校への指導助言に努めます。

１ 施設設備の充実

特別支援学級や通級による指導へのニーズが高まっています。通級指導教室及び特別

支援学級の開設にあたっては、設置校が適切な教室環境について検討するとともに、金

沢市教育委員会が指導助言や施設整備に努めます。また、必要に応じ、施設のバリアフ

リー化に努めます。

２ 教材等の充実

特別な支援を必要とする児童生徒に対する教材等については、学校が情報交換や研究

に努め、適切に開発・整備及び管理に努めます。

また、金沢市教育委員会は、必要に応じ教材等の整備を進めるとともに、学校に対し

て指導助言を行います。また、心理検査用具の整備校一覧の作成や、教職員によって開
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発された教材教具が共有できるようにするなど、市内の小・中学校が共同で資源を有効

活用できる環境づくりに努めます。

３ 特別支援教育指導補助員・特別支援学級指導員の充実

金沢市教育委員会は、特別支援教育指導補助員や特別支援学級指導員の制度について、

状況に応じて制度の見直しを図りながら、特別な支援を必要とする児童生徒にとってよ

り良い支援が受けられ、学校にとってもより活用しやすい制度への改善・充実に努めま

す。
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おわりに

策定した「金沢市特別支援教育指針」に基づいて特別支援教育を充実するためには、

学校が保護者や関係機関と連携・協力し、本指針の基本的な方針をよく理解し、学校の

実態に応じて、主体的な取組を行っていくことが大切です。また、金沢市教育委員会は

その取組が進むよう、必要な支援を行うことが重要です。

学校は、教職員全員が本指針の基本理念と７つの基本方針に基づき、具体的な共通実

践を行っていきます。その際、保護者、地域住民や関係機関と連携、協力しながら、進

めていきます。また、取組については、計画的に実行しながら適宜評価し、見直し・改

善を行っていきます。

金沢市教育委員会は、小・中学校の教職員をはじめ、幼稚園・保育所職員や保護者、

地域住民に本指針の理解が進むよう啓発に努めます。また、新たな「ノーマライゼーシ

ョン金沢２００９（予定）」の推進と合わせて、具体的な計画を策定するなど、学校が

必要とする支援を実施するよう努めます。さらに、学校と保護者・地域住民、関係団体

の協力・協働の取組が進むように努めるとともに、必要に応じて関係機関とも協議して

いきます。

本指針を推進していく中で、「障害者の権利条約」の批准等の状況が変化することに

伴い、我が国の教育施策が変化したり、学校の実態等に大きな変動が生じたりした場合

は、必要に応じて指針の見直しを行っていくものとします。

最後に、本指針の策定にあたり、指針検討委員会の委員の方々、作業部会の部員の方

々には熱心な協議をいただき、また、関係団体の方々をはじめ、市民の皆様から幅広い

ご意見やご提言をいただきましたことを申し添えるとともに、感謝の意を表します。
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審 議 経 過

第 1 回指針検討委員会 平成２０年７月３０日

特別支援教育の制度について

金沢市の現状について

指針の内容構成について

第２回指針検討委員会 平成２０年１０月２３日

作業部会からの報告

指針案について検討

関係団体からの意見聴取

石川県ことばを育む親の会 平成２０年１２月１６日

つながりの会 平成２０年１２月２６日

石川県学習障害者親の会（ＰＡＬ）平成２１年１月６日

石川県私立幼稚園協会 平成２１年１月７日

金沢市社会福祉協議会保育部会 平成２１年１月９日

金沢市私立幼稚園協会 平成２１年１月１０日

第３回指針検討委員会 平成２１年１月１５日

調査結果の報告

指針案について検討

パブリックコメントの実施 平成２１年１月２３日～平成２１年２月２１日

第４回指針検討委員会 平成２１年２月２７日

パブリックコメントでの意見について

指針の最終案について
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※数値は平成２０年度のデータによる
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図２ 特別支援教育に関する教育的支援の概要図
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